
R5.4.10 富士根北小学校 
 

 

 

※第３次避難対象エリアとは、溶岩流が３～２４時間に到達する可能性がある地区です。 

        ※第４次Ａ避難対象エリアとは、溶岩流が２４時間～７日間に到達する可能性がある地区です。 

噴火警戒レベルと避難行動 

レベル３（噴火前） レベル４（噴火前） レベル５（噴火前） 噴火開始以降 

・児童生徒の引渡し体制確保 ・自宅で情報収集（下図参照） 

・引渡し終了 

・避難準備 

・状況に応じた段階的な避難 

（下図参照） 

・避難（下図参照） 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【噴火警報情報】 

・同報無線 

・同報無線メール配信 

サービス 

・ホームページ 

・テレビのデータ放送 

等で伝達されます。 

 

・気象庁(噴火警戒レベル 4･5) 

・静岡県(噴火警戒レベル 3･4･5) 

からは、噴火警戒レベルに応じて

「緊急速報メール」がお手持ちの端  

末に一斉配信されます。 

 

 

 

自家用車・徒歩等 

自家用車・徒歩等 

避難行動 情報の流れ 

第３次避難対象エリア 

①粟倉２区(6) 

②粟倉 3区(6.7) 

③粟倉４区(6) 

④村山２区(6) 

第４次避難対象エリア 

⑤粟倉１区(6) 

⑥粟倉南区(6) 

⑦舟久保区(6) 

⑧村山１・３区(6) 

避難場所 

①黒田小学校 

②黒田小学校 

③黒田小学校 

④富士宮第三中学校 

 

⑤市外へ避難 

⑥市外へ避難 

⑦市外へ避難 

⑧市外へ避難 

集合場所 

 

市指定 

避難所 

富士山噴火警報が発令された時（第 3次･4次Ａ避難対象エリア） １１ 

※地区名の後ろの(6)とは、溶岩流等の流化物が流れる範囲を表

しています。詳しくは、各家庭に配付された「富士宮市防災

マップ」または、市のＨＰでご確認ください。 


